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臨職協にゅーす 

＜2024確定闘争の結果＞ 

 
〇月例給の改定 

 ・人事院勧告に準拠し、常勤職員同様、４月に遡及し給料表を改定・・・21単組 

 ・島根県人事委員会勧告に準拠し、常勤職員同様、４月に遡及し給料表改定・・・3単組 

 

〇一時金の改定 

 ・人事院勧告に準拠し、2024年度より年間4.6月・・・19単組 

    ※松江市職は2024年度は年間3.5月、2025年度から正規職員と同月数 

    ※大田市職は2024年度は年間3.55月 

 ・島根県人事委員会勧告に準拠し、2024年度より年間4.4月・・・3単組 

 

〇任用の適正化と雇用の継続 

  「職の整理と設定」については、改正法の趣旨に則り労使合意により決定する 

                                 ・・・多くの単組で確認 

  現在任用されている職員を安易に雇止めしない・・・多くの単組で確認 

  公募によらない再度の任用の上限を撤廃・・・1単組 

   

〇休暇制度 

 ・子の看護休暇の取得要件の緩和 

 ・生理休暇の有給取得 
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↑全国協議会 

確定闘争結果一覧 

↑2024.12.27付 

総務省通知 

↑2024.12.2付 

総務省通知 

雇用年限の撤廃を求めよう！ 

職場で働く職員一人一人の声、切実な思いを受け止め、職場の実態を盛り込ん

だ「組合員による要求書づくり」を実施していくことが大切です。 

 昨年６月、人事院は、期間業務職員（国家公務員の非常勤職員）について、公

募によらない再度の任用上限を原則２回までとするよう努めることと記載してい

た部分を削除しました。これを受けて、再度の任用に上限が設定されている単

組は、撤廃を求めていきましょう。 

 休暇制度については、期間業務職員は子の看護休暇の取得要件が緩和され

たり、２０２５年４月１日から病気休暇が有給となります。（２０２４年１２月２日付総

務省通知「人事院規則１５―１４（職員の勤務時間、休日及び休暇）の一部改正

等について」）を参考にしながら、自分たちが任用されている自治体の常勤職員

との均衡を求めましょう。 

 全国協議会が実施した２０２４確定闘争の結果情報や、２０２４年１２月２７日付

総務省通知「会計年度任用職員制度の適正な運用等について」なども参考にし

て、要求・交渉を進めます。春闘以降の闘争の足掛かりとなるように、要求項目

を当局に理解させ、しっかりと検討していくことを約束させましょう。 

 数が力になります。未加入者にも声をかけて、大きな力にして 

訴えていきましょう！ 



今後の臨職協主催のイベント情報 

    締め切り迫る！！ 
1月28日付自島県本発2025第181号でご案内して

おります。全国各県から依頼が続出している人気

の「人生体験ゲーム」です。体験後のアンケート

では満足度は常に90％越え✨一人でも多くの組

合員さんに体験していただきたいワークです。 

詳細は未定ですが・・・ 
木次線の応援も兼ねて、観光列車天地に乗っ

て奥出雲に行き、昼食を食べて少し観光をし

て帰る予定です。詳細は検討中ですが、6月
頃に行う予定です。雲南市職の組合員さんに

よる地元ガイドに出会えるかも？！ 

組合員の皆さんに楽しく学習、交流をしていただき、今後の活動に繋げていただきたい

との気持ちを込めて企画しました。 

政治学習会（Web）に参加しよう！ 

 
   日時：2025年2月26日（水） 18：00～19：00 

   講演：自治労における政治活動の必要性について 

   講師：自治労組織内議員 岸 真紀子 参議院議員 

 

 各単組で開催されますので、単組の役員の方にお尋ねください。 


